
宇都宮市特殊詐欺被害防止協力店登録制度実施要領 

 （目的） 

第１条 この要領は，特殊詐欺被害未然防止活動（以下，「協力活動」という。）について

宇都宮市と協働する市内の小売店舗等を，特殊詐欺被害防止協力店（以下，「協力店」と

いう。）として登録し，広く周知することにより，特殊詐欺被害の未然防止対策を強化し，

地域全体で犯罪に対する監視性を高めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の定義は，次のとおりとする。 

   特殊詐欺 

面識のない不特定の者に対し，電話その他の通信手段を用いて，預貯金口座への振込

みその他の方法により，現金等をだまし取る詐欺をいう。 

  事業者 

小売店舗等を経営する法人の代表者，または，店長等の小売店舗等の責任者をいう。 

 （登録） 

第３条 事業者は，宇都宮市内の小売店舗等において，協力活動を行い，または行おうと

する場合において，特殊詐欺被害防止協力店登録届（以下「届出書」という。）を市長に

提出することにより，当該小売店舗等が協力店として登録されるものとする。 

２ 市長は，届出書の提出があったときは，当該事業者が届け出た小売店舗等を協力店と

して登録し，また，協力店であることを標示するため，ポスター，ステッカーその他の

標示物を交付するものとする。 

３ 市長は，協力店の名称，所在地等を市民に周知するため，本市のホームページや広報

紙，刊行物への掲載等により公表するものとする。 

（登録の変更） 

第４条 事業者は，登録内容について変更がある場合は，特殊詐欺被害防止協力店登録変

更届を市長に提出するものとする。 

 （登録の廃止） 

第５条 事業者は，協力店の登録について廃止をしようとする場合は，特殊詐欺被害防止

協力店登録廃止届を市長に提出するものとする。この場合，事業者は，第３条第２項に

より交付された標示物の掲示を，すみやかに中止しなければならない。 

２ 市長は，前項の届出を受けたときは，協力店の登録を抹消するものとする。 



 （事業者の役割） 

第６条 事業者は，第３条第２項により交付された標示物を，協力店の来店者にわかりす

い位置に掲示することにより，協力店であることを標示するものとする。 

２ 事業者は，協力店において営業に従事する者（以下「従業員」という。）に対して，協

力活動に必要な知識の普及に努めるものとする。また，従業員が協力活動を行う環境整

備に努めるものとし，来店者に特殊詐欺被害が発生した場合には，警察への通報等によ

り，被害者を支援するものとする。 

 （広告への表示） 

第７条 事業者は，同事業者が発行する広告等に協力店である旨を表示することができる

ものとする。 

 （関係機関との連携） 

第８条 市長は，栃木県警察と連携してこの事業を実施するものとし，事業者に対し特殊

詐欺に係る情報の提供等を行うものとする。 

（様式） 

第９条 この要領に規定する申請書等の様式は，別に定める。 

 （補則） 

第１０条 この要領の実施のために必要な事項は，別に定める。  

 附 則 

 この要領は，平成３０年１０月２５日から適用する。 

 


